
公益財団法人 介護労働安定センター  栃木支部 

〒320-0066 宇都宮市駒生1-1-6 コンセーレ内

TEL/FAX   028-643-6445／028-643-6448

栃木支部が委嘱している専門家とは？
➤社会保険労務士、中小企業診断士、キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、
弁護士、介護福祉士、認知症介護指導者などです。

人事管理制度の見直したい。

賃金体系を見直したい。

変形労働時間制の導入。

雇用管理制度 雇用

個人情報・プライバシー保護 雇用

雇用

就業規則か点検してほし
い。法改正に対応した就
業規則か見直したい。

就 業 規 則 雇用

職員のモチベーション
を高めるために研修を
充実させ、職員の質の
向上を図りたい。

研 修 計 画 育成

職員一人ひとりの目標達
成のためにはどうしたら
よいか。組織人としての
仕事の進め方とは。

キャリア形成 育成

組織の理念と目標を共

有しチームケアの大切

さを意識づけたい。

目標・理念の共有 育成

処遇改善加算のために
キャリアパスをつくり
たい。また、つくった
キャリアパスを運用す
るには。

キャリアパス 雇用
育成

ICT導入には、何
が必要なのかを
教えてほしい。

I C T 導 入 に つ い て

職員のストレスを緩和
し、安心して仕事に打
ち込んでもらうにはど
うしたらよいか。

ストレス対策 メンタル

うつ病が疑われてい
る職員がいる。対応
を教えてほしい。職
員に個別相談も行い
たい。

無料で専門家を派遣し
相談事業を実施します

事業項目 相談可能時間

雇用管理 １事業所 年間６時間まで

人材育成 １事業所 年間３回まで（１回1.5時間以内）

メンタルヘルス １事業所 年間４時間まで

上記項目以外でも
お気軽にご相談ください。

check！

無料

パワハラ・モラハラ・
セクハラとは何か？
なくす為には。
起きた際の対応につい
て。

介護保険における個
人情報について。
守秘義務について。

ハラスメント 雇用

メンタルうつ病予防

【お申し込み・お問い合わせ先】

処遇改善加算

処遇改善加算につ

いて教えてほしい。

雇用

令和６年度交付金事業 介護労働安定センター相談援助事業

介護を未来にわたって支えるため、働きやすい、働きがいのある職場づくりに貢献します。
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事業所名 代表者名

所在地

〒

ＴＥＬ： ＦＡＸ：

Ｅ-ｍａｉｌ（ｵﾝﾗｲﾝ希望の場合は必須）：

申込者

（担当者）

氏名

役職

相談内容

（対面希望／オンライン希望）※いずれかに○をつけてください。

実施

希望日時

第１希望日

令和 年 月 日 （ ）

時 分 ～ 時 分

受理印

第２希望日

令和 年 月 日 （ ）

時 分 ～ 時 分

実施日 令和 年 月 日 （ ） 時 分 ～ 時 分

※「相談申込書」に記載された内容については、当センターの個人情報管理規定に従い厳重に管理し、

   コンサルタント・ヘルスカウンセラー・支部職員による日程調整、内容確認及び事業活動に関する調

 査のみに使用し、上記以外の目的で使用いたしません。 

ＦＡＸ：028-643-6448

令和           年        月        日

【お申し込み・お問い合わせ先】
公益財団法人 介護労働安定センター  栃木支部 

〒320-0066 宇都宮市駒生1-1-6 コンセーレ内
TEL/FAX   028-643-6445／028-643-6448

公益財団法人
介護労働安定センター 栃木支部 宛
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